
税民住度年72成平・税得所分年6２成平
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　今年も申告の時期が近づいてきました。
　所得税の確定申告書は、平成27年2月16日～3月16日までに留萌税務署へ提出してください。
　羽幌町での受付は、次の日程です。
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※1月27日(火)～30日(金)は離島の申告のため受付しません。

区地尻焼談相告申
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区地売天談相告申
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※仕事の都合などで受付時間内に来ることができない場合
　は別途対応しますので、事前にご連絡ください。
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�国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険

　等に加入している方

�乳幼児医療、ひとり親医療、重度心身障害者医

　療等の医療制度の受給対象となる方

�児童扶養手当等の公的扶助を受ける方

�国民年金の免除申請をする方

�町営住宅等に入居している方

�所得課税証明が必要となる方　など
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�源泉徴収や予定納税をした税金が納め過ぎの方

�医療費が10万円を超える方　

　※所得が200万円以下の方は、その5％を超える

　額（入院給付金、高額療養費等により補てんさ

　れた医療費は除きます）

�控除対象の寄付金が2千円を超える方

�借入金等によって住宅を取得または増改築した

　方（対象となる要件を満たしている必要があり

　ます）など
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※2月13日(金)は川北老人福祉センター
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